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○三原市ファーストマイホーム応援事業補助金交付要綱  

平成３０年５月１日 

要綱第４８号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、本市への移住及び定住の促進を図るため、市内に

おいて新たに住宅の取得を行う移住者及び定住者に対し、予算の範囲

内において、三原市ファーストマイホーム応援事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、三原市

補助金等交付規則（平成１７年三原市規則第５６号）に定めるものの

ほか、この要綱に定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次に掲げる用語の意義については、当該各

号に定めるところによる。 

(1)　移住者　第６条に規定する補助金の交付申請を行う日（以下「交

付申請日」という。）前１年以上市外に住所を有している者で本市

に定住の意思を持って転入しようとするもの又は本市に転入した日

から３年以内の者で転入前に１年以上市外に住所を有していたもの

をいう。 

(2)　住宅　台所、便所、浴室及び居室を有し、専ら自己の居住の用に

供するもの（併用住宅で延べ床面積の２分の１以上を住宅の用に供

しているものを含む。）をいう。ただし、別荘等一時的に使用する

もの及び賃貸、販売等営利を目的とするものを除く。 

 
改正　平成３１年３月２９日要綱第

２３号

令和４年１２月９日要綱第１

８３号

 
令和５年４月１日要綱第３６号 令和６年３月２９日要綱第２

２号

 
令和６年９月３０日要綱第１４０号 令和７年３月３１日要綱第３

３号

 令和８年３月３１日要綱第２５

号
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(3)　新築　新たに本市の区域内に住宅を建築することをいう。 

(4)　新規購入　本市の区域内に存する住宅を新たに購入することを

いう。ただし、第６条に規定する補助金の交付申請を行う者及びそ

の世帯員の３親等以内の親族から購入することを除く。 

(5)　改修　既存住宅の維持又は向上のために行う工事で、別表第１に

掲げるものをいう。 

(6)　 Uターン等移住者　第１号に規定する移住者のうち、本市に父母

又は祖父母が居住している者をいう。 

(7)　市税　市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民

健康保険税をいう。 

(8)　夫婦等　夫婦又は三原市パートナーシップ宣誓の取扱いに関す

る要綱（令和３年三原市要綱第１４４号）第６条に規定する受領証

等（同要綱第１２条第２項に定める自治体間での相互利用に係る受

領証等を含む。以下「パートナーシップ宣誓書受領証等」という。）

の交付を受けた同要綱第２条に規定するパートナーシップの宣誓

（以下「パートナーシップ宣誓」という。）をした２人をいう。 

(9)　婚姻等　婚姻又はパートナーシップ宣誓をいう。 

（補助対象者） 

第３条　補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」と

いう。）は、別表第２に掲げる世帯の代表者のうち、第８条に規定す

る事業完了報告書の提出日以降、本市に３年以上居住することを誓約

できるもの及び本市の市税の滞納がないものをいう。ただし、次に掲

げる者が世帯に属する場合を除く。 

ア　福祉施設への入所を目的として転入する者 

イ　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による住宅扶

助その他の公的制度による家賃補助を受けている者 

ウ　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）又は暴力団（同条第２号に規定する暴力団をいう。）若

しくは暴力団員と密接な関係を持つ者 
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エ　住民自治組織等地域活動団体の活動に参加しない者 

オ　市の実施する各施策に関する調査に協力しない者 

カ　その他市長が交付対象者として不適当と認めた者 

２　新たに取得を行う住宅が共有となる場合において、補助金の交付を

受けようとする者が属する世帯の世帯員以外の者が持分を有するとき

は、補助金の交付を受けることができないものとする。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第４条　補助対象経費及び補助金額は、別表第３に掲げるとおりとする。 

（適用除外） 

第５条　市長は、前条の規定にかかわらず、住宅の改修に関し、市の補

助金で市長が別に指定するものの交付を受けた者に対しては、補助金

を交付しないものとする。 

（交付申請） 

第６条　補助金の交付を受けようとする者は、補助事業の着手までに、

三原市ファーストマイホーム応援事業補助金交付申請書（様式第１号）

に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1)　移住者のみで構成される世帯においては、世帯全員の住民票（続

柄が記載されたもの）又は戸籍の附票の写し（本市への転入前に１

年以上市外に引き続き住所を有していたことが確認できるもの） 

(2)　誓約書兼同意書（様式第２号） 

(3)　新築又は新規購入する住宅に係る見積書等の写し 

(4)　新築又は新規購入する住宅の位置図（付近見取図）、配置図、立

面図及び各階平面図 

(5)　新規購入する住宅の改修に関する書類（該当する場合に限る。） 

ア　改修する住宅に係る見積書等の写し 

イ　改修内容の分かる図面等 

ウ　改修予定箇所の写真 

(6)　 Uターン等移住者を含む世帯においては、本市に居住する父母又

は祖父母の住民票及び戸籍謄本等（父母又は祖父母との続柄が確認

できるものをいう。） 
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(7)　その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条　市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、申請に

係る書類の審査等を行い、補助金交付の可否を決定し、三原市ファー

ストマイホーム応援事業補助金交付決定通知書（様式第３号）又は三

原市ファーストマイホーム応援事業補助金不交付決定通知書（様式第

４号）により通知するものとする。 

（完了報告） 

第８条　前条の規定による補助金交付決定の通知を受けた者（以下「交

付決定者」という。）が、補助事業を完了した場合は、三原市ファー

ストマイホーム応援事業完了報告書（様式第５号）に、次の各号に掲

げる書類を添えて市長に報告しなければならない。この場合において、

補助事業が完了した日から３０日以内若しくは補助事業が完了した日

の属する年度の末日のいずれか早い日までとする。 

(1)　新築又は新規購入した住宅に係る建築工事請負契約書、売買契約

書等の写し 

(2)　土地及び建物の登記事項証明書 

(3)　工事請負費、購入費等の領収書の写し 

(4)　新規購入した住宅の改修に関する書類（該当する場合に限る。） 

ア　改修した住宅に係る改修請負契約書等の写し 

イ　改修工事費等の領収書の写し 

ウ　改修工事箇所の写真 

(5)　地域活動参加状況等証明書（様式第６号） 

(6)　その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第９条　市長は、前条に規定する完了報告を受けた場合において、完了

報告書その他の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、

補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかど

うかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確
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定し、三原市ファーストマイホーム応援事業補助金の額の確定通知書

（様式第７号）により交付決定者へ通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１０条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長がやむ

を得ないと認める場合を除き、既に交付した補助金の全額又は一部を

返還させることができる。 

(1)　偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2)　第８条に規定する事業完了報告書の提出日から３年未満の間に、

他人への貸与、売却、転居、転出又は取り壊し等の理由により住宅

へ居住しなくなったとき。 

（その他） 

第１１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

附　則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附　則（平成３１年３月２９日要綱第２３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附　則（令和４年１２月９日要綱第１８３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附　則（令和５年４月１日要綱第３６号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附　則（令和６年３月２９日要綱第２２号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附　則（令和６年９月３０日要綱第１４０号） 

この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 

附　則（令和７年３月３１日要綱第３３号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附　則（令和８年３月３１日要綱第２５号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 
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別表第２（第３条関係） 

 
改修 内容

 
住宅の修繕工事、住宅

の利便性を向上させ

る工事及び住宅の寿

命を延ばす工事で右

に掲げるもの

(1)　基礎（犬走りを含む。）、土台、柱、梁、屋

根（雨樋を含む。）、床並びに壁の主要構造部

に係る修繕及び改修 

(2)　外壁、床、内壁（建具を含む。）並びに天井

の仕上げ材の修繕及び改修 

(3)　間取り及び部屋の改修 

(4)　給排水設備配管に関する修繕及び改修 

(5)　電気設備配管並びに配線に関する修繕及び

改修 

(6)　その他これらに類するもので市長が認める

もの

 
補助対象 内容

 
若年移住世帯 (1)　移住者のみで構成された世帯 

(2)　交付申請日において、夫婦等双方の年齢が40

歳未満で、かつ、同居する世帯 

(3)　住宅を新築(若年定住世帯及び子育て定住世

帯を除く。)又は新規購入する世帯

 
子育て移住世帯 (1)　移住者のみで構成された世帯 

(2)　交付申請日において、生計を一にし、かつ、

同居する満15歳に到達していない子（胎児を含

む。）がいる世帯 

(3)　住宅を新築(若年定住世帯及び子育て定住世

帯を除く。)又は新規購入する世帯

 
若年定住世帯 (1)　交付申請日において、夫婦等双方の年齢が40

歳未満で、かつ、同居する世帯 

(2)　市長が別に指定する市分譲地若しくは保留

地において、市から分譲地若しくは保留地を購

入又は新規購入(まだ、人の居住の用に供したこ
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別表第３（第４条関係） 

 
とのない住宅の購入に限る。)して住宅を新築す

る世帯

 
子育て定住世帯 (1)　交付申請日において、生計を一にし、かつ、

同居する満15歳に到達していない子（胎児を含

む。）がいる世帯 

(2)　市長が別に指定する市分譲地若しくは保留

地において、市から分譲地若しくは保留地を購

入して住宅を新築又は新規購入(まだ、人の居住

の用に供したことのない住宅の購入に限る。)す

る世帯

 
補助対象経費 補助金額

 
若年移住世帯及び子

育て移住世帯に係る

住宅を新築又は新規

購入する費用のうち、

土地取得相当額を除

いた額及び新規購入

した住宅の改修費用

次のうち、いずれか低い額とする。 

(1)　 50万円に、次の金額を加算した額 

ア　婚姻等から1年未満に交付申請を行う世帯で

ある場合　10万円 

イ　子育て移住世帯において同居する満15歳に

到達していない子（胎児を含む。）1人につき　

10万円 

ウ　Uターン等移住者を含む世帯である場合　10

万円 

(2)　新築費用のうち土地取得費用を除いた額に

10分の1を乗じて千円未満を切り捨てた額 

(3)　新規購入費用のうち土地取得費用を除いた

額に10分の1を乗じた額に、住宅の改修費用に2

分の1を乗じた額を加算し、千円未満を切り捨て

た額 

(4)　 100万円

 
若年定住世帯及び子

育て定住世帯に係る

次のうち、いずれか低い額とする。 

(1)　 80万円に、次の金額を加算した額 
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住宅を新築又は新規

購入する費用のうち、

土地取得相当額を除

いた額

ア　移住者のみで構成される世帯である場合　

20万円 

イ　婚姻等から1年未満に交付申請を行う世帯で

ある場合　10万円 

ウ　子育て定住世帯において同居する満15歳に

到達していない子（胎児を含む。）1人につき　

10万円 

(2)　新築費用のうち土地取得費用を除いた額に

10分の1を乗じて千円未満を切り捨てた額 

(3)　市から購入した分譲地価格に5分の1を乗じ

て千円未満を切り捨てた額 

(4)　 100万円


